
~司

o 

Y 
J 

幻自対立〉午後 7

， ~:楢コミ:再三銭Tホーゾレ



主主君主Z主芸宗宗還さ妄妄翠議選話芸歪還翠装宗迄哀宗室率蚕豆主主芸主主 護護謹言霊護霊譲護送警護護霊謹霊祭器霊祭」

し i潤

20挨

司会:宮城県医師会常任理事奥村秀定

D、
Zミ

拶

宮城県医師会会長嘉数研

3.講演

ι関

置 一一一

座長:宮城県医師会常任理事板橋隆 一

(1) i学校保健安全法施行規則の部改正に伴う定期健康診断の

ガイドラインについてj

宮城県教育庁スポーツ健康課

課長松本文弘先生

(2) !運動器検診の実施方法と事後処置J

日本臨床整形外科学会

長!J理事長 新井貞男 先生
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文科省の調査により、児童生徒の体力の衰えが指摘されて久しい。もちろんそのた

めの対処はなされているが、昭和 60年ごろをピークにいまだその回復には至ってい

ない。一方、 2000年から始まった「運動器の 10年」世界運動はが提唱し、

世界的に運動器を見直そうという運動であるが、日本でもこの動きに呼応し「運動器

の 10年。日本委員会Jの活動が始まった。その活動のーっとして、「学校における

運動器検診体制の整備 u 充実モデノレ事業Jが展開され、その結果、運動器に 2極化し

た問題があることが指摘された。従来から指摘されていた、運動のし過ぎによる「オ

ーバーユース症候群j は予想されたことであったが、「片脚立ちができない、しゃが

み込みができない、体が固いなどJ運動不足からくると思われる運動器機能不全も問

題で、あることが指摘されたc この 2極化した運動器のf問題に関し学校現場でも何とか

対処する必要があるとして、平成 26年4月30日に「学校保健安全法施行規則の一

部改正等についてJが発布された。 連動器に!謀、定すれば、学校検診の中に運動器検診

が必須項目として加えられ、保健調査の実施が、小学校、中学校、高等学校、高等専

門学校の全学年に必須となった。その施行は平成 28年 4月からである。しかし、そ

の運動器検診の指針となる日本学校保健会が発行する「児童生徒等の運動器検診マニ

ュアノレjの発刊が平成 27年8月と遅れたため、各地区の教育委員会、養護教論、学

校医の間では、準備までの期間が少なく現場で多くの混乱をきたしている。

本講演で;士、学校健診に運動器検診が取り入れられた経過と、「児童生徒等の健康

診断マニュアノ川の説明、平成 27年度に千葉県医師会が行った運動器検診のそデ、ノレ

事業を参考に運動器検診の準備の進め方、やり庁、事後措置に関して説明する。
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